
令和６年度 ＩＣＴを活用した心の健康観察事業の企画提案に係る質問に対する回答 

 

令和６年６月２８日 

質問内容 回  答 

仕様書 ５ 施行仕様（１）ロについて 

①外部専門機関等につながる体制を構築

し、相談を行うところまでが本事業でしょ

うか。 

 

②外部専門機関とは具体的に、どのような

機関を想定されていますでしょうか。 

 

③生徒個々のメールに直接アプローチする

ことは可能でしょうか。 

 

④システム外部に誘導して相談を行っても

良いでしょうか。 

 

⑤外部専門機関等が行う相談費用は事業費

に含まれるのでしょうか。 

 

 

・基本的には、外部専門機関等へつなげる

ところまでの事業となります。 

 

 

・都道府県が設置している相談窓口や事業

者が提携している機関、更には専門医等を

想定しています。 

・心の健康相談に係る内容のみを可能とし

ます。 

 

・「システム外部に誘導した相談」が、心

の健康相談に関することならば、可能とし

ます。 

・相談費用も含めての事業費となります。 

仕様書 ５ 施行仕様（４）イについて 

①募集要領３日程（２）では８月中旬に説

明会等の実施とありますが、各学校で８月

に教職員と９月に生徒の２回実施するので

しょうか。 

 

 

・時期については、学校のスケジュールを

考慮して調整しますが、生徒と教職員への

説明会をそれぞれ１回実施することとしま

す。 

募集要領 ３ 日程（２）について 

①生徒個々にＵＲＬ及びＩＤ・パスワード

をメール等での配信が必須なのでしょう

か。 

 

 

・必須と考えております。 

その他 

①システム設定するために生徒・教職員の

名前等は提供頂けるのでしょうか。 

 

 

・設定上、必要な情報は提供いたします。 

 


